
高齢者体操指導員規程 

（趣旨） 
第 1 条 この規程は、公益財団法人日本体操協会（以下、「本会」という）並びに、別途契約を締結し共同

開催を行う事業体（以下、「事業体」という）の管轄する高齢者体操における指導員（以下、「指導員」

という）に関する事項について定める。 
 
（目的） 
第 2 条 指導員の資格を認定する制度は、次の事項を達成することを目的とする。 

(1) 高齢者体操の基礎的な運動技術と指導技術を身につけた指導者を養成する。 
(2) 高齢者体操の安全な実施と普及を図るとともに、体力および身体機能・認知機能の維持向上を目的

として国民の健康寿命の延伸や生涯スポーツ発展に寄与する指導者を養成する。 
 
（指導員の任務） 
第 3 条 指導員は、第 2 条に示す本制度の目的を達成するため、高齢者体操の指導に当たる。 
 
（認定の権限） 
第 4 条 指導員の認定の権限は次のとおりとする。 

(1) 認定および継続の審査に関わる業務は、一般体操委員会が行い、会長がこれを認める。 
(2) 一般体操委員会は委員若干名を選任し、認定専門部によってこれらの業務を執行する。 

 
（認定の基準） 
第 5 条 指導員は、次の基準により本会が認める。 

(1) 一般体操委員会が企画する指導員の審査を行う認定講習会（以下、「認定講習会」とする）を受講し、

認定試験に合格し、本会登録規程における指導員の会員登録を行った者。 
(2) 指導員相当の能力が認定専門部に認められ、その推薦をもって一般体操委員会の承認を受けた者。 

 
（認定講習会） 
第 6 条 認定講習会は次のとおりとする。 

(1) 認定講習会は毎年 1 回以上、本会並びに事業体が開催し、一般体操委員会と事業体が企画、運営す

る。なお、認定講習会を開催する必要がないことを専務理事が認めた場合、開催を中止することができ

る。 
(2) 認定講習会の講習内容・時間等は別に定める。 
(3) 講師は、一般体操委員会が選定し、承認を得た者が行う。 

 
（受験資格） 
第 7 条 指導員の受験資格は、受講年度の 4 月 1 日現在 20 歳以上で、高齢者体操の指導にあたっている

者、またはこれからその指導員になろうとする者とする。 
 



（資格の有効期間） 
第 8 条 資格の有効期間は次のとおりとする。 

(1) 指導員認定の有効期間は認定月から 24 ヶ月とし事業体が認定者を管理し、本会と共有する。 
(2) 第 9 条および第 10 条に示す継続申請により資格を継続した場合の有効期間も前項と同じ 24 ヶ月と

する。 
 
（資格の継続） 
第 9 条 資格の継続については、次のとおりとする。 

(1) 資格の継続を希望する者は、24 ヶ月に１回の、指導員としての本会会員登録をしなければならない。 
(2) 資格の継続を希望する者は、有効期限内に開催される本会やその他の団体が主催する体操指導に関

する研修会に参加することが望まれる。 
 
（資格の保留・取消） 
第 10 条 資格の保留・取消の条件は、次のとおりとする。 

(1) 第 9 条(1)に示す条件を満足しない場合、本会登録規程に従って、会員資格の保留または失効ととも

に指導員資格も保留または失効となる。 
(2) 第 9 条(2)に示す条件は、指導員としての資質を研鑚することを推奨するものであり、資格の保留・

取消につながるものではない。 
(3) 一般体操委員会が特別な事情を確認した場合、失効となった指導員資格を再び認定することができ

る。 
(4) 一般体操委員会が指導員として不適当と認めた場合、資格を保留または取り消すことができる。 

 
（指導員認定料など） 
第 11 条 指導員認定などにかかる費用は次のとおりとする。 

(1) 認定講習会の受講料はその都度、本会が決定する。受講料には、24 ヶ月の本会登録料が含まれる。 
(2) 本会と事業体との業務分担及び費用については、別に定める。 

 
（指導員の権利） 
第 12 条 指導員の権利は次のとおりとする。 

(1) 定期的に行われる一般体操委員会主催の研修会に参加する権利。 
(2) 定期的に刊行される G.C.（1 冊）の提供を受ける権利。 

第 13 条 この規程に定めのない事項は、一般体操委員会で別に定める。 
第 14 条 この規程は、理事会の決議により、改廃することができる。 
 

令和 3 年 6 月 9 日制定・施行 


